
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

生活道路の交通安全を取り巻く環境

令和６年６月２８日
＠第１回 生活道路における交通安全対策検討委員会 資料２
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【 交通事故死者数の推移 】

※ S46以前の数値は沖縄県を含まない
出典） 警察庁交通局「令和4年中の交通事故死者数について」をもとに作成

過去最多16,765人
（昭和45年）

過去最小2,610人
（令和4年）

3,790人
（昭和24年）

2,678人
（令和5年）

（8年ぶりの増加）



交通事故の現状
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【 道路種別の交通事故件数の推移 】

※生活道路：車道幅員5.5m未満、幹線道路：車道幅員5.5m以上として集計
出典）交通事故統計年報をもとに作成



交通事故の現状
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出典）警察庁交通局「令和5年における交通死亡事故の
特徴等について」をもとに作成

出典）交通事故データ（ITARDA：令和5年データ）

【 状態別交通事故死者数 】 【 自宅からの距離別死者数 】
（歩行中・自転車乗用中）



交通事故の現状
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【 自動車の速度と歩行者の致死率】【 人口10万人あたり交通事故死者数の比較】

【出典】
警察庁資料より作成
※１ 「自動車等」とは、自動車、自動二輪及び原動機付自転車をいう。
※２ 平成29年から令和3年までに車道幅員5.5m未満の

道路の単路で発生した人対車両事故の分析による。
※３ 致死率とは、死傷者数に対する死者数の割合をいう。

■人口10万人あたり交通事故死者数の比較

出典）IRTAD(2021)，World Bank
※アメリカのみ2020データ
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生活道路の交通事故の現状
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出典） 交通事故データ ： 交通事故データ（ITARDA：令和５年データ）
幅員5.5m未満の道路を対象に集計

小学生、中学生、高校生の人口 ： 文部科学統計要覧（令和５年版） ※中等教育学校、高等専門学校は含まず
小学生、中学生、高校生以外の人口 ： 総務省統計局HPの統計データ（人口推計）

【 年代別 死傷者数 】
（人口10万人あたり／令和５年）

【 年代別 死亡者数 】
（人口10万人あたり／令和５年）



第11次交通安全基本計画※（令和3年3月29日決定 計画期間：令和3～7年）

交通安全基本計画

道路交通の
安全

航空交通の
安全

陸上交通の
安全

海上交通の
安全

鉄道交通の
安全

踏切道における
交通の安全

■ 交通安全基本計画（全体像）

＜交通安全基本計画における目標（道路交通の安全）＞

① 令和7年までに24時間死者数を2,000人以下と

し、世界一安全な道路交通を実現する。

② 令和7年までに重傷者数を 22,000人以下にす

る｡

※交通安全対策基本法に基づき、陸上、海上及び航空交通の
安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱等を定めるもの

１ 道路交通環境の整備
（１）生活道路等における人優先の安全・安心

な歩行空間の整備
（２）高速道路の更なる利用促進による生活道

路との機能分化
（３）幹線道路における交通安全対策の推進
（４）・・・・・・・

（ 目 標 ）
○ 令和7年までに死者数を2,000人以下にする（令和2年: 2,839人⇒約３割減少）
○ 令和7年までに重傷者数を22,000人以下にする

さらに、諸外国と比べて死者数の構成率が高い

歩行中及び自転車乗用中の死者数についても、

道路交通事故死者数全体の減少割合以上の割合

で減少させるよう取り組むものとする。
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道路構造令改正（H13） 凸部、狭さく部等を位置づけ（第31条の2）

コミュニティ道路の整備（補助事業対象化）（S56～）
生活道路における通過交通の排除など、快適な生活環境の創造をもたらすことを目的とし、自動車の速度を抑制す
る措置を講じ、交通事故を防止し、歩行者にとって安全かつ安心な通行空間とした道路整備を実施

住区総合交通安全モデル事業（ロードピア事業）（S59～）
コミュニティ道路の面的な整備を展開

コミュニティ・ゾーン形成事業（H８～）
公安委員会による速度規制等とあわせて、道路管理者によるコミュニティ道路等の面的整備を実施

あんしん歩行エリアの整備（H15～19）
公安委員会の速度規制等とあわせて、歩道の設置等の歩行者優先のみちづくりを面的・総合的に実施796地区を指定

あんしん歩行エリアの整備（H20～24）
交通規制基準改正（H21)
生活道路の最高速度は原則30km/h

通学路緊急合同点検（H24～）
文科省、国交省、警察庁の連携による緊急合同点検→対策実施

S56

S59
H8

H13

H20
H21
H23

ゾーン30の整備（H23～）
・4,358地区の整備（R6.3）

H15

H24

凸部、狭窄部及び屈曲部の設置に関する技術基準策定（H28.3）

生活道路対策エリアの取組（H28～）
ビッグデータの活用による生活道路の交通安全対策

H28

R1 未就学児が日常的に集団で移動する経路等の合同点検(R1～）
厚労省、国交省、警察庁等の連携による合同点検→対策実施

通学路合同点検（R3～）
文科省、国交省、警察庁の連携による合同点検→対策実施

R3

ゾーン３０プラスの整備（R3～）
道路管理者と警察が連携して生活道路における交通安全対策を実施（192地区で整備計画策定（R6.3末））
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生活道路の交通安全対策の経緯
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進入口を入りにくくする 走行速度を抑制する

歩行者・自転車の空間を優先して確保する

カ
ラ
ー
舗
装

進入抑制対策
速度抑制対策
歩行者・自転車の空間
を優先確保する対策

（イメージ）

公安委員会により実施される交通規制、交通管制及び
交通指導取締りと連携

バス路線

バス路線

歩行者の空間を確保する

自
転
車
専
用
通
行
帯

路肩のカラー舗装ゾーン３０
（都道府県公安委員会）

狭さく凸部（ハンプ）ライジングボラードスムーズ歩道

防護柵

ブロック系舗装

生活道路における対策メニュー（例）
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【１．配置計画】

【２．凸部（ハンプ）の構造】

・凸部は、当該部分を通行する自動車を十分に減速させる構造を標準とする。

・凸部の構造は、凸部を設置する路面から平坦部までの垂直方向の高さ、
凸部を設置する路面に対する傾斜部の縦断勾配、
縦断方向の傾斜部の形状及び縦断方向の平坦部の長さにより規定する。

・狭窄部は、当該部分を通行する自動車を
十分に減速させる構造を標準とする。

・狭窄部の構造は、最も狭小な車道の幅員
により規定する。

（計画区域の設定）
・凸部等の設置の効果を高めるため、幹線道路で区画された区域や、
個別の抜け道の起点から終点までの区間等、凸部等の設置を
一体的に計画すべき範囲を設定する。

（設置箇所の選定）
・凸部等の位置は、トンネル、橋、勾配の急な箇所等を避け、近接
する交通からその存在を十分に確認できる箇所を選定する。

（種類の選定）
・凸部等の種類は、道路、交通又は沿道の状況等を踏まえて
選定する。

（計画区域のイメージ）

（幹線道路等で区画された区域） （個別の抜け道の起点から終点までの区間）

【３．狭窄部の構造】

凸部、狭窄部及び屈曲部の設置に関する技術基準
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生活道路の交通安全に係る新たな連携施策「ゾーン30プラス」

進入抑制対策
速度抑制対策

最高速度３０ｋｍ/hの
区域規制等（ゾーン３０）

＜警察による交通規制＞

狭さく

ライジングボラード

＜道路管理者による物理的デバイスの設置＞

クランク

ハンプ

●進入抑制対策

●速度抑制対策

スムーズ横断歩道

スラローム
10

〇 最高速度30km/hの区域規制と物理的デバイスとの適切な組合せにより交通安全
の向上を図ろうとする区域を「ゾーン３０プラス」として設定

〇 道路管理者と警察が緊密に連携し、
地域住民等の合意形成を図りながら、
生活道路における人優先の安全・安心な
通行空間を整備

〇 192地区において整備計画を策定（令和6年3月末時点)

路面表示

「ゾーン３０プラス」の入口（イメージ）

看 板



距離約1.5km

409
国道

ROUTE

N

藤株

文 朝陽小学校
ちょうよう

：事故発生箇所○発生場所：千葉県八街市八街は２番地先（やちまたし やちまた）

○路線名：市道住野１６号線

○発生日時：令和３年６月２８日（月）15時２３分頃

○事故概要：下校途中の児童の列に大型トラックが突っ込み、

２名が死亡、重傷３名

○現況幅員構成 全幅約７m（中央線・外側線：無）

歩道：無、防護柵：無

○交安法指定：無

○通学路指定：学校指定

写真①

事故発生箇所

至 朝陽小学校

事故状況図

H28.11.2事故発生箇所

ガードレール設置要望
（H20～23朝陽小学校PTA）

藤の台

今回事故発生箇所

①

千葉県八街市 令和3年6月28日 事故の概要

○ 発生日時：令和3年6月28日（月） 午後3時2３分頃
○ 発生場所：千葉県八街市八街は２番地先の市道
○ 事故状況：下校中の小学生の列に大型トラックが衝突し、２名死亡、重傷３名
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八街市での事故を受けた政府の動き

出典）内閣府HP：https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/sougou/pdf/k_210804/s4-1.pdf
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第２回 交通安全対策に関する関係閣僚会議（令和３年８月４日）決定



八街市での事故を受けた政府の動き

出典）内閣府HP：https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/sougou/pdf/k_210804/s4-1.pdf

第２回 交通安全対策に関する関係閣僚会議（令和３年８月４日）決定
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通学路合同点検および対策の取組状況（道路管理者）
【第４回】通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る
緊急対策に関するワーキングチーム（令和6年6月28日）資料4
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令和６年度以降の通学路の交通安全対策
【第５回】交通安全対策に関する関係閣僚会議（令和6年4月5日）資料4
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総理大臣発言（通学路の交通安全）

第５回交通安全対策に関する関係閣僚会議（令和６年４月５日（金））より

【斉藤国土交通大臣】
（前略）
小学校周辺のゾーン３０内にある通学路に着目し、データを活用して、
事故の状況、交通規制、自動車走行速度などの分析・評価を基に、速度
規制に加え、ハンプなどの物理的デバイスを措置する「ゾーン３０プラス」の
導入などの面的な対策を、警察や学校、地域などとも連携して実施・・・

【岸田内閣総理大臣】
（前略）
・可搬式オービスの活用などによる、生活道路等での交通指導取締り
・通学路に着目した各種データ分析に基づく「ゾーン３０プラス」の導入促進
など、ハード・ソフトの両面から、こどもをはじめとする歩行者の安全確保に
しっかりと取り組むこと・・・
（以下略）


